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調査事件５ その他所管に関する事項

（福島町耐震改修促進計画について）

平成 18 年 1 月 26 日「改正建築物の耐震改修の促進に関する法律」が施

行され、国及び地方公共団体による計画的な耐震化の推進や建築物に対す

る指導等の強化などが位置づけられました。

さらに、平成 18 年 1 月に策定された「建築物の耐震診断及び耐震改修

の促進を図るための基本的な方針」では、都道府県は法施行後、できるだ

け速やかに耐震改修促進計画を策定すべきであるとの考え方が示されてお

ります。

このことから、北海道では、平成 18 年度から平成 27 年度までの 10 年

間を計画期間とした「北海道耐震改修促進計画」を平成 18 年 12 月 28 日に

策定しております。

また、本計画では、本道における耐震化の現状を踏まえ、想定地震によ

る建築物の被害を半減させるため、計画の推進に関する事項として、全て

の市町村において、耐震改修促進計画の策定に努めることを定めており、

平成２１年度までに道内 134 市町村で計画が策定され、当町においても、

本計画の策定を進めるものであります。

１．計画策定の目的

福島町耐震改修促進計画は、耐震改修促進法に基づき、本町における

建築物の耐震化を促進し、地震災害から町民の生命及び財産を保護する

ことを目的として策定するものです。

２．計画の位置づけ

計画は、耐震改修促進法第５条第７項の規定により、国が定める「建

築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」及び北

海道が定める「北海道耐震改修促進計画」との整合を図るとともに、「福

島町総合開発計画」、「福島町地域防災計画」を踏まえ策定するものです。



３．計画の期間

計画の期間は、平成２２年度から２７年度までの６年間とし、耐震化

の目標設定や耐震化を推進するための施策を定めます。なお、計画の内

容については、一定期間ごとに検証を行うとともに、社会環境の変化な

どを踏まえ、所要の見直しを行うものとします。

４．対象区域及び対象建築物

計画対象区域は、福島町行政区域全域とします。

対象とする建築物は、建築基準法における新耐震基準（昭和５６ 年

６月１日施行）以前に建築された既存の住宅・建築物とします。

◎ 対象とする建築物

種 類 内 容

（1）住宅 戸建住宅、集合住宅（アパート、マンション）

（2）特定建築物※１

（民間）

① ホテル、旅館、物販店、事務所、賃貸共同住

宅など多数の者が利用する一定規模以上の

建築物（第 6 条第 1 号）

② ガソリンスタンド

一定数量以上の危険物を扱う建築物（第 6 条

第 2 号）

③ 国道 228 号線沿道の概ね 6ｍを超える建築物

地震時に通行を確保すべき道路※2 を閉塞

させる恐れのある建築物（第 6 条第 3 号）

（3）町有建築物 公営住宅、公民館、学校、保育所など、町が所有

する建築物

※１：耐震改修促進法第６条に定める建築物。

※２：地震時に通行を確保すべき道路（緊急輸送道路）とは、地震発

生時における緊急車両の通行や、物資の輸送を確保するための

道路です。福島町では、国道２２８号線が特に重要な地震時に

通行を確保すべき道路として指定されています。



５．住宅・建築物安全ストック形成事業について

耐震改修促進計画の策定に係る経費は「住宅・建築物安全ストック形

成事業」として、平成２２年度に限り、対象経費の１０/１０が国庫補

助事業対象となります。

また、計画の策定に係る経費は、９月会議での補正予算計上を予定し

ております。

補正予算額 ⇒ 計画策定業務委託費 ３,２００千円

※ 計画策定委託業務の内容

① 住宅・建築物の耐震化に関する現況調査

・固定資産台帳等の資料をもとに、民間建築物の現況把握。

・公共建築物の耐震化の現況把握。

・特定建築物及び北海道が定める緊急輸送道路沿道の法６条

第３項に係る建築物の把握。

② 住宅・建築物の耐震化の目標設定に必要な検討資料作成

③ 住民公表用資料の作成 ⇒ ゆれやすさマップとして、耐震

化の普及啓発に向けた住民配布

用パンフレットの作成



住宅・建築物耐震改修促進計画策定の経緯

中央防災会議において策定

東海地震等が発生した場合の死者数及び経済被害を半減させるとい
う減災目標が定められる。

国土交通省

我が国の住宅及び建築物については、耐震性が不十分と推計され、
地震による人的・経済的被害を軽減するために、住宅・建築物の耐震
化が不可欠とのことから、住宅・建築物の耐震化に関する目標の設
定、目標達成のため必要となる施策の検討、耐震改修促進法のあり方
に関する検討、国民への啓発・情報提供等の推進に関する検討をする
ことを目的に設置。

提 言

平成17年6月10日

「住宅・建築物の地震防災
推進会議」提言

平成７年１月の阪神・淡路大震災では、地震による直接的な死者数
の約９割が住宅や建築物の倒壊等に起因するものであったことから、
地震防災戦略の減災目標を達成するため、耐震化された住宅や建築物
の割合を１０年間で９割とする目標を提言。

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本方針を策定

都道府県耐震改修促進計画については、法施行後、できるだけ速や
かに（施行後半年以内、遅くとも１年以内を目途に）策定すべきであ
るとの考えが示される。【耐震化の目標 H15(75％)→H27(90％)】

また、すべての市町村において、耐震改修促進計画を地域固有の状
況を勘案し、都道府県計画に準じて策定することが望ましいとしてい
る。（努力義務）

平成18年1月26日

改正建築物の耐震改修の促
進に関する法律施行

国及び地方公共団体による計画的な耐震化の推進や建築物に対する
指導等の強化などが位置づけられる。

平成18年4月

計画の策定作業開始

全道住宅建築物耐震改修促進会議（市町村や建築関係団体で構成）
や庁内検討会議、耐震構造や設計の専門家などの有識者等から意見を
伺い、計画の策定作業を進める。

平成18年11月

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ募集
計画案について１１月から１ヶ月間募集

平成18年12月28日

北海道耐震改修促進計画策
定

計画は、平成１８年度から２７年度までの１０年間を計画期間とし
ており、計画の概要としては、道内で発生が想定されている地震につ
いて、震度及び建築物の被害を想定し、本道における耐震化の現状を
踏まえ、想定地震による建築物の被害を半減させるため、住宅及び多
数の方が利用する一定規模以上の建築物の耐震化割合を平成２７年度
において９割に引き上げることを目標に設定している。

また、計画の「第６.計画の推進に関する事項、１.市町村の耐震改
修促進計画について」で、市町村は、本計画策定後、概ね２年以内を
目途に耐震改修促進計画の策定に努めるものとするとしている。

町 平成22年度策定予定

市町村計画の策定は努力義務となっているが、平成２７年度以降当
該計画を策定していない市町村は、耐震改修に係る補助を使えなくな
ることから、北海道の計画策定を受けて、道内134市町村で既に計画
を策定済である。

また、管内に於いても平成21年度までに計画策定済の市町村が8市
町村となっており、平成22年度策定予定市町村も2市町村となってい
る。

※ 渡島総合振興局通知⇒4月27日付(5月6日受付)渡函建指第305号
平成22年度に計画を策定する場合は、モデル事業(ソフト)として実

施可能なため、交付金は従来の1/2から10/10に引き上げになること
から、積極的に計画を策定していただきたいとの通知。

国

道

平成17年3月30日

地震防災戦略策定

平成18年1月25日

基本方針策定

平成17年2月17日

「住宅・建築物の地震防災
推進会議」設置



市町村耐震改修促進計画の構成例

１．耐震改修促進の目的と方法

①

②

③

２．想定される地震と被害予測

①

②

３．市町村の耐震化の現況

①

②

③

④

民間 ⇒ 固定資産台帳の資料を基に建築基準法の旧耐震基準の
昭和56年以前に建築された住宅の把握

公共 ⇒ 町営住宅等で、昭和56年以前に建築された住宅の把握

昭和56年以前に建築された特定建築物の耐震化の現況把握

昭和56年以前に建築された多数の者が利用する建築物の耐震化の
現況把握

昭和56年以前に建築された危険物の貯蔵等の用途に供する建築物
の耐震化の現況把握

計画の目的

大規模地震が発生した場合に備え「建築物の耐震改修の促進に
関する法律」に基づき、新耐震基準導入以前の既存建築物につい
て、地震に対する安全性の向上を計画的に推進することを目的と
する。

対象区域・対象建築物

対象区域 福島町行政区域全域

対象建築物 建築基準法の新耐震基準(昭和56年6月1日施行)
の適用以前に建てられた既存の住宅・建築物

市町村で想定される地震 福島町で想定される地震（データ：北方建築総合研究所提供）

計画期間

計画期間 平成22年度～平成27年度

※ 国による基本方針及び北海道耐震改修促進計画との整合
性を考慮して、計画期間を設定
【国の基本方針⇒耐震化の目標 H15(75％)→H27(90％)】

危険物の貯蔵等の用途
に供する建築物の耐震
化の現況

震度分布と被害予測 想定される地震の震度分布と被害予測

住宅の耐震化の現況

特定建築物の耐震化の
現況

多数の者が利用する建
築物の耐震化の現況



⑤

４．耐震化の目標

５．耐震化に向けた基本的な取り組み方針

６．施策の展開方針

７．計画の推進に向けて

① 耐震診断・改修促進に向けた環境整備
② 町民への啓発・知識の普及
③ 耐震診断・改修を行う人材の技術力向上
④ 所管行政庁との連携

① 行政と町内会等の住民との協働による町民意識の啓発
② 住宅の耐震改修費用の助成制度の推進
③ 行政と関係団体などが連携した、技術者の技術力向上

① 民間住宅・建築物の耐震化に向けた取り組み方針
② 市町村が所有する公共建築物の耐震化に向けた基本的な取り

組み方針
③ 地震時に通行を確保すべき道路の位置づけ

昭和56年以前に建築された市町村が所有する公共建築物の耐震化
の現況把握

市町村が所有する公共
建築物の耐震化の現況

平成２７年度までの耐震化率の目標 ⇒ ９０％


